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●国の計画

インフラ長寿命化基本計画

（平成25年11月）

●早島町公共施設等総合管理計画

（平成29年3月）

●本町の行財政運営の最上位計画

第4次早島町総合計画

（平成27年4月）

●本町のまちづくり関連計画

・早島町都市計画マスタープラン
（平成28年3月）

・早島町まち・ひと・しごと創生総合

戦略（平成28年3月）
●本町の教育関連計画

・早島町学校教育ビジョン

（平成25年10月）

●その他関連計画

●文部科学省の手引き等

・学校施設の長寿命化計画策定に
係る手引き（平成27年4月）

・学校施設の長寿命化計画策定に

係る解説書（平成29年3月）
●早島町学校施設等個別施設計画

（今回策定）

第１章 学校施設の長寿命化計画の背景・目的等 

1-1 背景 

早島町（以下「本町」という。）では、これまで快適な生活環境の構築、行政需要への対

応を進めていく中で公共建築物やインフラ施設（以下「公共施設等」という。）を整備して

きました。これらの公共施設等は整備から相当年数が経過し老朽化が顕在化しており、近年

の急速な少子高齢化の進展による社会保障関係経費の増加、また生産年齢人口の減少による

地方税（町税）収入の伸び悩みなど厳しい財政状況の中にあって、今後見込まれる大規模修

繕や更新にかかる財源をいかに確保するかが課題となっています。 

一方、国では、平成 25 年 11 月に「インフラ長寿命化基本計画」を策定、平成 26 年４

月には公共施設等総合管理計画の策定を地方公共団体に要請し、公共施設等について、その

全体状況の把握と中長期的な視点をもった更新・統廃合・長寿命化等の計画的な実施を通じ

た公共施設等の適正な管理・配置の推進、また財政負担の軽減・平準化を図るよう求めてい

ます。 

本町では、これら国の要請を契機として、平成 29 年 3 月に公共施設等の規模や総量の

適正化、長寿命化や更新といった公共施設等を総合的かつ計画的に管理するための基本的な

方針を示した「早島町公共施設等総合管理計画」（以下「総合管理計画」という。）を策定し

ました。これを踏まえ、本町の学校園施設を対象とした具体の対応方針を定めるとともに、

対策の内容や実施時期について定めた「早島町学校施設等個別施設計画」（以下「本計画」

という。）を策定するものです。 

 

1-2 目的 

本計画は、学校園施設を対象とした計画として、長寿命化できる施設は長寿命化を図りな

がら、適正に改修・建替えするとともに、教育環境の質的改善も考慮しながら改修・建替え

等を検討するための詳細診断の優先順位を設定しつつ、これに要するコストの縮減と平準化

を図ることを目的とします。  

なお、本計画は、総合管理計画に基づく、学校園施設の個別施設計画であり、今後は、本

計画に定める対策の内容や実施時期に沿った整備を実施することとします。 

 

図表 1.2.1 計画の位置づけ 

 

 

 

 

 

  



2 

 

上位計画及び
個別施設計画

早島町公共施設等
総合管理計画

改定

早島町学校施設等
個別施設計画

改定

R11年度

2029年度

R8年度

2026年度

H29年度

2017年度

R2年度

2020年度

計画期間 10年間

H29～R８年度（2017～2026年度）

計画期間 10年間

R2～R11年度（2020～2029年度）

1-3 計画期間 

本計画の上位計画である総合管理計画の計画期間が、平成 29（2017）年度から令和 8

（2026）年度までの 10 年間としていることから、本計画の計画期間は、同様に 10 年間

とし、令和 2（2020）年度から令和 11（2029）年度とします。 

なお、児童生徒数の変化や本町の財政状況、国の補助制度などの動向によって、計画期間

内であっても必要に応じて本計画を適宜見直すこととします。 

 

図表 1.3.1 計画期間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 対象施設 

（１）対象施設 

計画の対象施設は、早島小学校、早島中学校、早島幼稚園の３施設とします。 

 

図表 1.4.1 対象施設位置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

早島小学校 

早島幼稚園 

早島中学校 

国道 2 号 

早島 IC 
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例1：【一つの建築物において、棟番号が同じ場合】

①-1 ①-2 ①-3

例2：【一つの建築物において、棟番号が異なる場合】

※建築年の差が5年未満の場合

① ② ③

建築年：1990 建築年：1991 建築年：1993

注：但し、隣接する棟の場合とする

例3：【一つの建築物において、棟番号が異なる場合】 ② 建築年：2015

※建築年の差が5年以上の場合

①

建築年：2000

例4：【棟番号が異なり、独立した建築物の場合】

・

②

①

建築年、規模等に関わらず別々の棟とし
て扱う

③

各棟の建築年の差が5年以上離れていれば、
別々の棟として扱う。ただし、②の棟の面積
が200㎡未満（小規模）の場合には、①の棟
と同時に解体されると考えて、「一つの棟」
として扱う

注：建築年の差が5年以上の場合でも一体的
に工事すべき「かたまり」とみなす場合は
「一つの棟」として扱う。

・

・ 建築年、規模等に関わらず「一つの棟」
として扱う

・ 各棟の建築年の差が5年未満の場合には、
「一つの棟」として扱う

（２）対象建築物及び一体的な建築物の考え方 

本計画の対象となる建築物（棟）は、学校施設台帳の棟別面積表と施設平面図を整理し、

概ね 200 ㎡以下の倉庫、部室、便所等の小規模な建築物（棟）を除いたものとし、教室棟

にあっては、規模が 200 ㎡以下であっても計画の対象建築物（棟）とします。 

棟番号が同じ場合は、一体的な建築物（棟）として扱うこととし、棟番号が異なる場合は、

建築物（棟）が隣接し、改築や改修を一体的に実施することが望ましいと考えられる場合に

は、一つの建築物として取り扱うようにします。 

 

図表 1.4.2 一体的に取り扱う建築物の考え方 
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学校調査
番号

学校名 建物（棟）名 棟番号 構造 階数
延床面積
（㎡）

建築年度
（西暦）

建築年度
（和暦）

経年
数

棟管理区分
一体的に扱う棟

管理教室棟 1-0 R 3 1,618 1968 S43 51 1舎

便所 2-0 S 2 120 1968 S43 51 計画対象外

給食室 3-1 R 3 153 1973 S48 46

教室棟 3-2 R 3 2,097 1974 S49 45

教室棟 3-3 R 3 138 1975 S50 44

給食室 3-4 R 1 41 1977 S52 42

教室棟(B1F) 3-6 R 3 67 1991 H3 28

食堂 3-7 S 1 50 2010 H22 9

プールハウス棟 7-0 R 1 209 1997 H9 22 プール管理棟

倉庫 8-0 R 1 51 1997 H9 22 計画対象外

屋内運動場 11-0 S 2 941 1971 S46 48 小学校体育館

教室棟 13-0 R 3 560 1978 S53 41 1舎

倉庫 14-0 S 1 14 1978 S53 41 計画対象外

教室棟 15-0 R 3 575 1981 S56 38 1舎

管理棟 1-1 R 2 653 1968 S43 51

廊下 1-2 S 2 90 1968 S43 51

教室棟 2-1 R 3 882 1968 S43 51

教室棟 2-2 R 3 131 1968 S43 51

特別教室棟 2-3 R 3 982 1971 S46 48

給食室棟 7-1 S 1 754 1977 S52 42

特別教室棟 7-2 R 2 421 1977 S52 42

倉庫 8-0 S 1 42 1981 S56 38 計画対象外

屋内運動場 12-1 R 3 1,424 1985 S60 34

屋内運動場 12-2 R 2 274 1985 S60 34

特別教室棟 12-3 R 1 969 1989 H元 30

教室棟 15-0 R 3 566 1982 S57 37 南校舎

武道場 16-0 W 1 591 2010 H22 9 武道館

部室 17-1 W 1 136 2011 H23 8 計画対象外

体育倉庫 17-2 W 1 64 2011 H23 8 計画対象外

園舎 4-0 R 2 1,336 1996 H8 23 幼稚園舎

遊具舎 5-0 S 1 14 1996 H8 23 計画対象外

プール付属棟 6-0 R 1 24 1996 H8 23 計画対象外

541 早島小学校

3752 早島中学校

7094 早島幼稚園

2舎

南校舎

北校舎

食堂棟

中学校体育館

学校調査
番号

学校名
棟管理区分

一体的に扱う棟
一体棟を構成す

る棟番号
代表
構造

最大
階数

合計延床
面積

（㎡）

代表建築
年度（最
も古い）
（西暦）

代表建築
年度（最
も古い）
（和暦）

代表
経年
数

棟加重平均
経年数

1舎 1、13、15 R 3 2,753 1968 S43 51 46

2舎 3-1～3-7 R 3 2,546 1973 S48 46 44

プール管理棟 7 R 1 209 1997 H9 22 22

小学校体育館 11 S 2 941 1971 S46 48 48

南校舎
1-1、1-2、
15

R 3 1,309 1968 S43 51 45

北校舎 2-1～2-3 R 3 1,995 1968 S43 51 50

食堂棟 7-1、7-2 Ｒ 2 1,175 1977 S52 42 42

中学校体育館 12-1～12-3 R 3 2,667 1985 S60 34 33

武道館 16 W 1 591 2010 H22 9 9

7094 早島幼稚園 幼稚園舎 4 R 2 1,336 1996 H8 23 23

合計 3施設 10棟 24棟 15,522

541 早島小学校

3752 早島中学校

図表 1.4.3 計画対象建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校施設台帳 構造区分：R（鉄筋コンクリート造）、S（鉄骨その他造）、W（木造） 

 

図表 1.4.4 計画対象建築物（管理区分による一体棟）の集計表 
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長寿命化の検討対象建物（一体の建物として扱う）

長寿命化の検討対象外建物

(倉庫、部室、便所、概ね200㎡以下の棟）

※12条点検（建物）は施設台帳掲載の全建物ついて調査する。

1舎

2舎 1舎

1舎

体育館

長寿命化の検討対象建物

（一体棟として扱う管理区分）

・１舎、2舎

・体育館

・プール管理棟

・4棟に集約

2舎

プール管理棟

長寿命化の検討対象建物（一体の建物として扱う）

長寿命化の検討対象外建物

(倉庫、部室、便所、概ね200㎡以下の棟）

※12条点検（建物）は施設台帳掲載の全建物ついて調査する。

長寿命化の検討対象建物

（一体棟として扱う管理区分）

・北校舎、南校舎

・体育館

・食堂棟

・武道館

・5棟に集約

南校舎

北校舎

体育館

食堂棟

武道館

南校舎

図表 1.4.5 早島小学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 1.4.6 早島中学校 
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長寿命化の検討対象建物（一体の建物として扱う）

長寿命化の検討対象外建物

(倉庫、部室、便所、概ね200㎡以下の棟）

※12条点検（建物）は施設台帳掲載の全建物ついて調査する。

長寿命化の検討対象建物

（一体棟として扱う管理区分）

・幼稚園舎のみ

幼稚園舎

図表 1.4.7 早島幼稚園 
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第２章 学校施設の目指すべき姿 

2-1 基本的な考え方 

早島町で育つ子どもたちが、“確かな学力”を身につけ、さらに“広い視野”と“高い志”をも

つためには、校種を超えた学校・園の結びつきと、それを支える地域とのつながりが必要で

す。 

子どもと学校を中心において、全ての町民が学び合い、育ち合う環境をつくることで、子

どもたちは早島で学ぶことを誇りに思い、町民も共に学び共に育つ地域を誇りに思う。この

ような“協働・協学・協育”の町づくりをめざします。 

「地域とつながり 未来を拓く 早島っ子」の育成のために、保育園・幼稚園・小学校・

中学校の連携を中核として、“はやしま学”を共に学び合いながら、全町民が協力し合いま

す。 

 

2-2 めざす子ども像 

早島町の教育は、「地域とつながり 未来を拓く 早島っ子の育成」を目指します。 

「地域とつながる」早島っ子とは、 

① 早島町のことをよく知り、 

 早島町の歴史と現状、自然・社会・産業の特徴、すばらしさと課題などについてよく学

び、理解する子どもを育てます。 

② 早島町の発展のために協力・協働でき、 

 早島町の持続可能な発展のために、様々な地域住民と、様々な世代と協力・協働できる

子どもを育てます。 

③ 早島町を愛し続けることができる子どものことです。 

 早島町の学校を卒業しても、早島町から転出しても、早島町のことを思い、誇りをもち、

早島町の発展を願う子どもを育てます。 

「未来を拓く」早島っ子とは、 

④「確かな学力」を身につけ、自主的・共同的に課題を解決できる力と、 

 基礎的・基本的な知識・技能を身につけるだけではなく、それらを活用・応用すること

で、自主的・共同的に課題に取り組み、解決する力を育みます。 

⑤ 高い志をもち、世界でも活躍できる力を身につけた子どものことです。 

 我が国の、そして世界の平和的な発展のために活躍できる力を育みます。具体的には、

世界を視野に入れた将来への夢や希望・志、国際理解、外国語コミュニケーション力な

どです。 

このような「地域とつながり 未来を拓く 早島っ子」を育むために、早島町では以下の

ような教育を重点的に行います。 

☆ 保・幼・小・中の連携を強化し、小・中一貫教育を推進します。 

☆ 町民とともに学び、地域を考える“はやしま学” を実施します。 

☆ 各学校・園と地域が連携して早島っ子を育てる仕組みを拡充します。 
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2-3 保・幼・小・中の連携強化と小・中一貫教育 

早島町では、平成１９年度より毎年各学校・園で公開授業（保育）を行うなど、幼・小・

中の一貫教育に先進的に取り組んできました。今後さらに発展させるためには、保育園も含

めて各学校・園が、情報の共有や園児・児童・生徒の交流など連携を一層強化します。さら

に、小・中学校の義務教育９年間のカリキュラムを連続性・一体性のあるものにすることで、

いわば一つの“早島学園（通称）”として、子どもたちを一貫して教育します。 

 

 保・幼・小・中の間で「めざす子ども像」を共有します。 

 小・中の間で教育内容と方法を連続させた教育課程・カリキュラムを編成・実施します。 

 教職員の合同研修と小・中学校の人事交流を進めます。 

 学校運営協議会の一体化をはかります。 

 

 

図表 2.3.1 めざす子ども像と小・中学校一貫教育 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：早島町学校教育ビジョン 

 

  

わかみや

保育園 
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平成17年
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平成22年

（2010）

平成27年

（2015）

令和2年

（2020）

令和7年

（2025）

令和12年

（2030）

令和17年

（2035）

令和22年

（2040）

令和27年

（2045）

人口（人）

人口（実績） 人口（推計値） 年少人口の推計値 生産年齢人口の推計値 老年人口の推計値

総人口は、減少していくと予想される

年少人口（0～14歳）も、緩やかに減少していくと予想される

急激な増加

増加は鈍化し、減少に転じる

第３章 学校施設の実態 

3-1 学校施設の運営状況・活用状況等の実態 

（１）運営状況・活用状況等の実態 

① 人口の推移及び将来予測 

本町の人口は、昭和 45（1970）年の国道 2 号の開通を機に宅地開発が進むと急速に増

加しましたが、昭和 60（1985）年頃から増加が鈍化し、以後、増減を繰り返しながら平

成 27（2015）年には、12,000 人を超えました。その後、平成 27（2015）年には人

口減少に転じています。 

今後の将来人口は、平成 30（2018）年に国立社会保障・人口問題研究所が公表した推

計によると、さらに、減少していくことが予想されています。 

また、学校園施設に通園・通学の対象となる 0～14 歳までの年少人口についても、緩や

かに減少していくことが想定されています 

 

図表 3.1.1 人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 27 年（2015 年）までの人口は、国勢調査による。 

※令和 2（2020）年からの人口は、国立社会保障・人口問題研究所における平成 30

（2018）年の推計値 
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平成26年
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平成27年

（2015）

平成28年

（2016）

平成29年

（2017）

平成30年

（2018）

令和元年

（2019）

学
級
数

園
児
・
児
童
・
生
徒
数

人

早島幼稚園 園児数 早島小学校 児童数 早島中学校 生徒数

早島幼稚園 学級数 早島小学校 学級数 早島中学校 学級数

② 児童生徒数及び学級数の変化 

【小学校】 

早島小学校の児童数は、令和元（2019）年５月１日現在 813 人（33 学級）です。平

成 22（2010）年からの推移をみると約 750 人～800 人前後で推移し、近年、やや増加

しています。また、学級数も平成 22（2010）年の 26 学級から増加傾向にあります。 

【中学校】 

早島中学校の生徒数は、令和元（2019）年５月１日現在 352 人（13 学級）です。平

成 22（2010）年からの推移をみると約 340 人～350 人前後で推移し、近年、やや増加

しています。また、学級数は 10～14 で推移し、近年横ばい状態となっています。 

【幼稚園】 

早島幼稚園の園児数は、令和元（2019）年５月１日現在 147 人（6 学級）です。平成

22（2010）年からの推移をみると約 140 人～220 人前後で推移し、減少傾向になって

います。また、学級数についても 6～10 で推移し、近年減少しています。 

 

図表 3.1.2 園児・児童・生徒数及び学級数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校基本調査（各年 5 月 1 日現在） 
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築20年以上 22棟（92%） 1.5万㎡（96%）

対象建物

24棟

1.6万㎡

（年度）

築30年以上 19棟（79%） 1.3万㎡（85%）

築30年以上

0.4万㎡(25%)

築40年以上

0.6万㎡(39%)
築20年以上

0.2万㎡(10%)

築10年以上

0㎡(0.%)
築10年未満

641㎡(4.1%)

築50年以上

0.3万㎡(22%)

築年別整備状況

新耐震基準（昭和57年以降）

9棟（38%） 0.5万㎡（35%）

旧耐震基準（昭和56年以前）

15棟（63%） 1万㎡（65%）

小学校 校舎 中学校 校舎 小学校 体育館 中学校 体育館 武道場 幼稚園 寄宿舎 給食センター その他

施設区分 計画対象棟数 管理区分による棟数 計画対象面積（㎡） 面積割合（％）

早島小学校 11 4 6,449 41.5%

早島中学校 12 5 7,737 49.8%

早島幼稚園 1 1 1,336 8.6%

合計 24 10 15,522 100.0%

③ 学校施設の保有量 

本計画対象の建築物（棟）の総面積は、15,522 ㎡で、小学校が約 42％、中学校が約

50％、幼稚園が約 9％となっています。また、計画対象の全棟数は 24 棟、管理区分から

一つの棟として考えた場合の棟数は 10 棟です。 

これら建築物（棟）が建築された年をみると、昭和 43（1968）年度から昭和 60（1985）

年度にかけて多く整備されており、築 30 年以上を経過している建築物（棟）が全体の約

85％（約 1.3 万㎡）となっています。 

また、昭和 56（1981 年）以前に整備された旧耐震基準の建築物（棟）は、全体の約 65％

（約 1.0 万㎡）となっています。なお、現在までに校舎棟、屋内運動場等については、全て

耐震補強を実施しています。 

 

図表 3.1.3 計画対象棟数及び面積 

 

 

 

 

面積割合の合計は表示桁の関係で 100%にならない。 

 

図表 3.1.4 築年別整備面積 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 月）」付属プログラム

を利用して、計画対象建物（集約前）について作成  
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小・中・幼 計
平成22年度
（2010）

平成23年度
（2011）

平成24年度
（2012）

平成25年度
（2013）

平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

H22～H30
平均

H26～H30
平均

施設整備費 384,216 97,848 38,961 122,262 18,365 16,054 16,821 8,603 52,556 83,965 22,480

施設管理費 76,073 90,568 92,427 89,256 86,243 103,111 46,589 47,245 65,519 77,448 69,741

維持修繕費 4,111 4,407 4,386 4,858 5,312 5,759 3,984 4,089 8,268 5,019 5,482

光熱水費 71,962 86,161 88,041 84,398 80,931 97,352 42,605 43,156 57,251 72,429 64,259

合　計 460,289 188,416 131,388 211,518 104,608 119,165 63,410 55,848 118,075 161,413 92,221

小学校
平成22年度
（2010）

平成23年度
（2011）

平成24年度
（2012）

平成25年度
（2013）

平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

H22～H30
平均

H26～H30
平均

施設整備費 58,941 2,268 10,032 31,252 5,366 10,038 3,182 5,964 52,556 19,955 15,421

施設管理費 27,256 39,534 40,929 35,736 35,666 46,926 20,810 19,417 34,923 33,466 31,548

維持修繕費 1,853 1,577 1,492 1,095 1,563 1,459 1,654 1,539 2,106 1,593 1,664

光熱水費 25,403 37,957 39,437 34,641 34,103 45,467 19,156 17,878 32,817 31,873 29,884

合　計 86,197 41,802 50,961 66,988 41,032 56,964 23,992 25,381 87,479 53,422 46,970

中学校
平成22年度
（2010）

平成23年度
（2011）

平成24年度
（2012）

平成25年度
（2013）

平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

H22～H30
平均

H26～H30
平均

施設整備費 306,265 95,580 24,971 91,010 7,955 3,500 2,734 1,645 0 59,296 3,167

施設管理費 25,158 26,267 25,168 24,864 26,076 31,587 19,478 23,354 25,397 25,261 25,178

維持修繕費 1,144 1,994 1,732 2,014 3,278 3,157 2,079 1,897 5,388 2,520 3,160

光熱水費 24,014 24,273 23,436 22,850 22,798 28,430 17,399 21,457 20,009 22,741 22,019

合　計 331,423 121,847 50,139 115,874 34,031 35,087 22,212 24,999 25,397 84,557 28,345

幼稚園
平成22年度
（2010）

平成23年度
（2011）

平成24年度
（2012）

平成25年度
（2013）

平成26年度
（2014）

平成27年度
（2015）

平成28年度
（2016）

平成29年度
（2017）

平成30年度
（2018）

H22～H30
平均

H26～H30
平均

施設整備費 19,010 0 3,958 0 5,044 2,516 10,905 994 0 4,714 3,892

施設管理費 23,659 24,767 26,330 28,656 24,501 24,598 6,301 4,474 5,199 18,721 13,015

維持修繕費 1,114 836 1,162 1,749 471 1,143 251 653 774 906 658

光熱水費 22,545 23,931 25,168 26,907 24,030 23,455 6,050 3,821 4,425 17,815 12,356

合　計 42,669 24,767 30,288 28,656 29,545 27,114 17,206 5,468 5,199 23,435 16,906

460,289

188,416

131,388

211,518

104,608
119,165

63,410 55,848

118,075

161,413

92,221

0

50,000

100,000
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500,000

平成22年度

（2010）
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（2012）
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（2013）

平成26年度

（2014）

平成27年度

（2015）

平成28年度

（2016）

平成29年度

（2017）

平成30年度

（2018）

千
円

施設整備費 維持修繕費 光熱水費 年平均 直近5年平均

④ 学校施設毎の全体コスト 

平成 22（2010）年度から平成 29（2017）年度の施設整備費と施設管理費（維持修

繕費費、光熱水費等）をみると、施設管理費は、概ね 5 千万円から 1 億円程度で推移して

います。また、施設整備費は、整備内容に応じて変動しており、平均で概ね 8 千万円となっ

ています。特に、平成 22（2010）年度の約 3.8 億円が最大で、中学校の整備費用が大き

くなっています。なお、集計期間（9 年間）の施設関連経費の平均は、約 1.6 億円となって

います。 

また、直近 5 年間（平成 26（2014）年度～平成 30（2018）年度）の平均でみると、

施設関連経費は、約 0.9 億円となっています。 

 

図表 3.1.5 施設関連経費の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3.1.6 施設関連経費の内訳（単位 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：総務省地方財政状況調査から早島町における教育費の歳出項目を整理 

施設整備費：決算統計表示項目の「普通建設事業費」 

維持修繕費：決算統計表示項目の「維持補修費」 

光熱水費：決算統計表示項目の「物件費」を採用している。  

H22～H30（8 年間）施設関連経費 平均約 1.6 億円 

H26～H30（5 年間）施設関連経費 平均約 0.9 億円 
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（年度）

10年間 10年間

1.8億円/年

10年間

2.1億円/年

10年間

1億円/年

今後の維持・更新コスト（従来型）

40年間の総額

93億円

4.5億円/年

対象建物

1.6万㎡

10棟

40年間の平均

2.3億円/年

2.6倍

過去の

施設関連経費

0.9億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

⑤ 今後の維持・更新コストの想定（従来型） 

管理区分に基づく建築物全 10 棟において、令和 2 年度（2020 年度）から令和 41 年

度（2059 年度）までの 40 年間に必要な維持・更新費用を算出したところ、約 93 億円と

なります。なお、年平均では約 2.3 億円となり、直近 5 年間（平成 26 年度～平成 30 年

度）の施設関連経費の平均値（0.9 億円）の 2.6 倍になります。 

 

図表 3.1.7 維持・更新コスト（従来型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月）付属プログラム

を利用して、管理区分による集約棟を対象に作成 

 

図表 3.1.8 従来型の維持・更新コストの計算条件 

改築 

同規模建替え 

・築後 50 年で同規模建替え、改築工事期間は 2 年 

 なお、改築時期を既に経過している場合は 10 年間で実施 

・改築単価：330,000 円/㎡ 

注：改築単価は、『地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書』

（平成 23 年 3 月）における「学校教育系、子育て支援施設等」の更新

（建替え）単価を参照 

大規模改造 ・20 年周期、工事期間は 1 年 

・大規模改造単価：85,200 円/㎡ 

注：改築単価の 25％（付属プログラム仕様による固定値） 

施設関連経費 

 

・92,221 千円/年（施設整備費、維持補修費、光熱水費・委託費） 

注：直近 5 年間（H26～H30 年度）の平均値を使用 
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別記（A４)

(平成20年3月10日国交省告示第282号別記様式 特定建築物等の調査結果)

代表となる調査者

要是正

既　存

不適格

1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

指摘の

判定

調査結果表

その他の調査者

番号

敷地内の通路の確保の状況

擁壁の劣化及び損傷の状況

有効幅員の確保の状況

敷地内の通路の支障物の状況

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の

耐震対策の状況

敷地及び地盤

建築物の外部

地盤

はめ殺し窓のガラスの固定の状況

指摘

なし

担当

調査者

番号

調査結果

サッシ等の劣化及び損傷の状況

躯体等

調　査　項　目

土台の沈下等の状況

土台の劣化及び損傷の状況

当該調査に

関与した調

査者

機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等）

基礎

土台（木造に限る。）

基礎の沈下等の状況

基礎の劣化及び損傷の状況

金属笠木の劣化及び損傷の状況

笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況

屋根の劣化及び損傷の状況

機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況

支持部分等の劣化及び損傷の状況

屋根

機器本体の劣化及び損傷の状況

屋上面の劣化及び損傷の状況

補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損

傷の状況

鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外

壁躯体の劣化及び損傷の状況

外壁、軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部

分の防火対策の状況

木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況

外装仕上げ材等

コンクリート系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損

傷の状況

敷地内の排水の状況

パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況屋上周り（屋上面を除く。）

外壁に緊結された広告板、空調室外機等

屋上面

乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状

況

タイル、石貼り等（乾式工法によるものを除く。）、

モルタル等の劣化及び損傷の状況

金属系パネル（帳壁を含む。）の劣化及び損傷の状況

窓サッシ等

支持部分等の劣化及び損傷の状況

屋上及び屋根

外

壁

調査者番号　　氏　名

組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の

劣化及び損傷の状況

排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況

屋根の防火対策の状況

敷地

敷地内の通路

塀等

擁壁

擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況

地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況

（２）運営状況・活用状況等の実態を踏まえた課題 

築 30 年以上を経過している建築物（棟）が全体の約 85％を占めるなど、今後、建替え

に伴う更新コストに多額の費用が発生することが予想されます。 

一方で、今後、人口減少が進む中において児童・生徒数も減少していくと想定されること

から適正な学校施設の規模が求められます。 

また、より一層の安全で快適な教育環境の充実や地域の生涯学習、まちづくりの核として

の役割を担うことも考えていく必要があります。 

 

3-2 学校施設の老朽化状況の実態 

（１）点検方法等 

建築基準法第 12 条に基づく定期点検（以下「12 条点検」という。）及び躯体以外の老朽

化状況調査を実施した結果について整理します。 

なお、部位は大きく以下のように分類します。 

①躯体  ②外壁  ③屋根・屋上  ④内部仕上げ 

 

図表 3.2.1 調査票 

 

 

 

 

 

 

  

躯体 

外壁 
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要是正

既　存

不適格

3

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

(37)

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

指摘の

判定

令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び隔壁の状況

一時間準耐火基準に適合する準耐火構造

の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁

（防火区画を構成する壁等に限る。）

令第114条に規定する界壁、間仕切壁及び

隔壁

番号

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁

の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況

部材の劣化及び損傷の状況

躯体等

天

井

令第128条の５各項に規定する建築物の天

井の室内に面する部分

特定天井

指摘

なし

担当

調査者

番号

調査結果

調　査　項　目

準耐火性能等の確保の状況

常閉防火設備の本体と枠の劣化及び損傷の状況

特定天井の天井材の劣化及び損傷の状況

昭和48年建設省告示第2563号第１第１号ロに規定する

基準への適合の状況

室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況

室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況

居室から地上へ通じる主たる廊下、階段その他の通路

に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況

一時間準耐火基準に適合する準耐火構造

の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床

（防火区画を構成する床に限る。）

給水管、配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充

填等の処理の状況

令第128条の５各項に規定する建築物の壁

の室内に面する部分

令第112条第12項又は第13項に規定する区画の状況

常閉防火設備の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置

の状況常閉防火扉の固定の状況

鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床

躯体の劣化及び損傷の状況

室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況

木造の床躯体の劣化及び損傷の状況

機器及び工作物（冷却塔設備、広告塔等）

常閉防火設備の閉鎖又は作動の状況

金属笠木の劣化及び損傷の状況

笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況

屋根の劣化及び損傷の状況

機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況

支持部分等の劣化及び損傷の状況

木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の

状況

令第112条第１項から第３項まで又は同条第５項から第８項までの各項に規定する区画の状況

屋根

躯体等

吹付け石綿及び吹付けロックウールでその含有する石

綿の重量が当該建築材料の重量の0.1パーセントを超

えるもの（以下「吹付け石綿等」という。）の使用の

状況

防火扉の開放方向

屋上面の劣化及び損傷の状況

準耐火性能等の確保の状況

補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分

の躯体の劣化及び損傷の状況

スパンドレル等の防火区画外周部の処置の状況

スパンドレル等の劣化及び損傷の状況

令第112条第９項に規定する区画の状況

パラペットの立上り面の劣化及び損傷の状況

鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況

屋上周り（屋上面を除く。）

壁

の

室

内

に

面

す

る

部

分

防

火

区

画
防火区画の外周部

建築物の内部

鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷

の状況

部材の劣化及び損傷の状況

風道、配線、配管等の区画貫通部の充填等の処理の状

況

組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷

の状況

鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況

屋上面

屋上及び屋根

床

区画に対応した防火設備の設置の状況防火設備（防火扉、防火シャッターその他これ

らに類するものに限る。）

石綿等を添加した建築材料

吹付け石綿等の劣化の状況

除去又は囲い込み若しくは封じ込めによる飛散防止措

置の実施の状況

囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び

損傷の状況

排水溝（ドレーンを含む。）の劣化及び損傷の状況

屋根の防火対策の状況

機器（照明器具、懸垂物等）

居室の採光及び換気 採光のための開口部の面積の確保の状況

採光の妨げとなる物品の放置の状況

換気のための開口部の面積の確保の状況

換気設備の設置の状況

換気設備の作動の状況

換気の妨げとなる物品の放置の状況

防火設備の閉鎖の障害となる照明器具、懸垂物等の状

況

照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

屋上・屋根 

内部仕上げ 

躯体 

内部仕上げ 

躯体 

内部仕上げ 
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評価 基準

Ａ おおむね良好 良好

Ｂ 部分的に劣化（安全上、機能上、問題なし）  

Ｃ 広範囲に劣化（安全上、機能上、不具合発生の兆し）  

Ｄ 早急に対応する必要がある 劣化

（安全上、機能上、問題あり）

（躯体の耐久性に影響を与えている）

（設備が故障し施設運営に支障を与えている）等

（２）構造躯体の健全性の評価及び構造躯体以外の劣化状況等の評価 

① 評価基準 

12 条点検における結果から部位ごとに、劣化状況をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 4 段階で評価する

こととします。 

 

図表 3.2.2 目視による評価（躯体、屋根・屋上、外壁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月 文部科学省） 

 

内部仕上げ、電気設備、機械設備については、部位の全面的な改修年からの経過年数を基

本にＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄの 4 段階で評価します。 

なお、修繕、改修等の年次が不明の場合は、建築年からの経過年数で評価します。 

 

図表 3.2.3 経過年数による評価（内部仕上げ、電気設備、機械設備） 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月 文部科学省） 

 

  

評価

Ａ 経過年数が 20 年未満 良好

Ｂ 経過年数が 20 年以上 40 年未満

Ｃ 経過年数が 40 年以上

経過年数に関わらず著しい劣化事象がある場合 劣化Ｄ

基準
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部位 評価 評価点 コスト配分 点数

１ 屋根・屋上 C 40点 × 5.1 204点

２ 外壁 D 10点 × 17.2 172点

３ 内部仕上げ B 75点 × 22.4 1680点

４ 電気設備 A 100点 × 8.0 800点

５ 機械設備 C 40点 × 7.3 292点

計 3148点

健全度　※Σ（部位の評価点×部位のコスト配分）÷60 52点

評価 評価点 部位 コスト配分

Ａ 100点 １ 屋根・屋上 5.1

Ｂ 75点 ２ 外壁 17.2

Ｃ 40点 ３ 内部仕上げ 22.4

Ｄ 10点 ４ 電気設備 8.0

５ 機械設備 7.3

合計値 60.0

② 健全度の判定 

健全度とは、各建物の５つの部位について劣化状況を４段階で評価し、100 点満点で数

値化した評価指標です。 

「部位の評価点」と「部位のコスト配分」を下表のように定め、「健全度」を 100 点満点

で算定します。 

なお、②部位のコスト配分は、文部科学省の「長寿命化改良事業」の校舎の改修比率算定

表を参考に、同算定表における「長寿命化」の７％分を、屋根・屋上、外壁に案分して設定

しています。（学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」より） 

 

図表 3.2.4 部位の評価点     図表 3.2.5 部位のコス配分係数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3.2.6 健全度 計算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月 文部科学省） 

※100 点満点にするためにコスト配分の合計値（60 点）で割っている。 

健全度は数値が小さいほど劣化が進んでいることを示す。 
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建築年度

1 541 早島小学校 1舎
1、13、
15

RC 3 2,753 1968 51 旧 B B C C C 53
S63老朽改造、H18耐震改修、
H25空調整備

2 541 早島小学校 2舎
3-1～3-
7

RC 3 2,546 1973 46 旧 B B C C C 53
H3大改造、H19耐震改修、
H21エコ改修、H25空調整備

3 541 早島小学校 プール管理棟 7 RC 1 209 1997 22 新 B B B B B 75

4 541 早島小学校 小学校体育館 11 S 2 941 1971 48 旧 B B C C C 53 H19耐震改修

5 3752 早島中学校 南校舎
1-1、1-
2、15

RC 2 1,309 1968 51 旧 B B C C C 53
H20耐震改修、H24トイレ改
修、H25空調整備

6 3752 早島中学校 北校舎
2-1～2-
3

RC 3 1,995 1968 51 旧 A B C C C 55
H20耐震改修、H21エコ改修、
H24トイレ改修、H25空調整備

7 3752 早島中学校 食堂棟
7-1、7-
2

RC 1 1,175 1977 42 旧 A B C C C 55
H20耐震改修、H21エコ改修、
H24トイレ改修

8 3752 早島中学校 中学校体育館
12-1～
12-3

RC 3 2,667 1985 34 新 B B B B B 75 H25防災機能強化(天井)

9 3752 早島中学校 武道館 16 W 1 591 2010 9 新 A A A A A 100

10 7094 早島幼稚園 幼稚園園舎 4 RC 2 1,336 1996 23 新 A B B B B 77 H21エコ改修

建物情報一覧表

建物基本情報 劣化状況評価

備考通し
番号

施設
番号

施設名 建物名 棟番号 構造 階数
延床
面積

（㎡）
築年数

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

耐震
基準

西暦

機
械
設
備

健全度
（100

点
満点）

：築30年以上：築50年以上

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

③ 評価結果 

調査対象建物について部位別の劣化状況評価と健全度点数は次のとおりです。 

 

図表 3.2.7 建物情報と劣化状況評価一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月）付属プログラム

を利用して、管理区分による集約棟を対象に作成 

 

健全度が低い学校施設は、築年数が 50 年を超えている小学校１舎、中学校南校舎、中学

校北校舎、築年数が 40 年を超えている小学校２舎、体育館、中学校食堂棟が該当します。 
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通し
番号

学校調査
番号

施設名 建物名 棟番号 構造 階数
延床面積
㎡

西暦 和暦
築年
数

耐震
基準

耐震
診断

耐震
補強

調査
年度

コンク
リート圧
縮強度
(N/㎟)最
小値

1 541 早島小学校 1舎 1、13、15 RC 3 2,753 1968 S43 51 旧 済 済 H17 18.0

2 541 早島小学校 2舎 3-1～3-7 RC 3 2,546 1973 S48 46 旧 済 済 H18 15.6

4 541 早島小学校 体育館 11 S 2 941 1971 S46 48 旧 済 済 H18 S造

5 3752 早島中学校 南校舎
1-1、1-
2、15

RC 2 1,309 1968 S43 51 旧 済 済 H20 20.6

6 3752 早島中学校 北校舎 2-1～2-3 RC 3 1,995 1968 S43 51 旧 済 済 H20 15.7

7 3752 早島中学校 食堂棟 7-1、7-2
RC(一部
S)

1 1,175 1977 S52 42 旧 済 済 H20 13.6

（３）長寿命化対象施設の考え方 

長寿命化に対する予防保全を実施した場合でも、鉄筋コンクリートの劣化の程度によって

は、費用を投じて長寿命化を実施しても費用対効果が小さいと考えられます。 

このため、一般的には、コンクリートの強度が不足している建築物、基礎における鉄筋の

腐食が見られる建築物、地すべりやがけ崩れ等の立地安全性の欠如などが考えられる建築物

などは、長寿命化に不適と考えられます。 

また、『学校施設の長寿命化計画策定に係る手引』（平成 27 年 4 月）によると、長寿命化

計画の策定に当たっては、「コンクリート強度の調査」などの結果を参考とすることが有効

であるとされています。 

 

【長寿命化に適さない施設】（『学校施設の長寿命化計画策定に係る手引』（平成 27 年 4 月）） 

・鉄筋コンクリート劣化が激しく、改修に多額の費用がかかるため、改築した方が経済的

に望ましい施設 

・コンクリート強度が著しく低い施設（おおむね 13.5N/m ㎡以下） 

・基礎の多くの部分で鉄筋が腐食している施設 

・校地環境の安全性が欠如している施設 

・建物の配置に問題があり、改修によっては適切な教育環境を確保できない施設 

・学校の適正配置など地域の実情により改築せざるを得ない施設 

ここで、本計画では、コンクリートの圧縮強度がおおむね 13.5N/m ㎡未満の建築物

は、長寿命化に不適と考えます。 

 

本町において、過去に実施した耐震診断の結果を確認すると、コンクリートの圧縮強度に

ついては、13.5N/m ㎡を超える結果となっています。 

 

図表 3.2.8 旧耐震基準建物の耐震診断結果の整理（RC 構造の建物） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：建築物耐震診断等評価書（早島町）を整理 
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○コンクリート圧縮強度 ○筋かいのたわみ ○土台・柱・梁の腐朽

○中性化深さ ○鉄骨腐食状況 ○柱・梁の傾斜

○鉄筋かぶり厚さ ○床のたわみ、床鳴り

○鉄筋腐食状況 ○屋根・外壁の漏水状況

○屋外・外壁の漏水状況 ○屋根・外壁の漏水状況

なしなし小学校1舎
小学校2舎
中学校南校舎
中学校北校舎
中学校食堂棟

小学校体育館小学校ﾌﾟｰﾙ管理棟
中学校体育館
中学校武道館
幼稚園舎

評価
項目

（例示）
○非構造部材の取付部・設備・
二次部材安全性

判断

長寿命化 改築

躯体の詳細な調査に加えて経済性や教育機能上などかの観点から総合的に判断する

鉄筋コンクリート造 鉄骨造 木造

調査 現地目視調査及び材料試験 現地目視調査 現地目視調査

躯体の詳細な調査

5棟 1棟

・コンクリート圧縮強度
　：13.5N/m㎡以上

概ね40年以上で腐食
や劣化が軽微なもの

※現地点検におけるＤ
評価がない棟

概ね40年以上で腐食
や劣化が著しいもの

※現地点検におけるＤ
評価がある棟

長寿命化 長寿命化 耐用年数で改築 長寿命化 耐用年数で改築

4棟 5 0 1棟 0棟

4棟 6棟

コンクリート造 鉄骨造・木造

耐震補強済 又は 耐震診断で耐震性あり
6棟

対象建築物（管理区分による集約棟）

10棟

新耐震基準 旧耐震基準

（1982年以降） （1981年以前）

計

画

策

定

段

階

工

事

実

施

段

階

以下の長寿命化判定フローに基づき、長寿命化を実施する建築物は 10 棟となります。 

なお、工事実施段階においては、建築物の構造別に現地目視調査や材料試験等を実施し、

それらの結果から総合的に判断して、長寿命化に向けた対策を実施します。 

 

図表 3.2.9 長寿命化対象施設選定フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：『学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書』（平成 29 年 3 月）を一部加筆 

 注：構造は、学校施設台帳に基づくものである。 

鉄骨造における※「腐食や劣化が著しい」については、施設点検調査に基づく評価結果

がＤとなったものとする。 
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構造躯体の健全性

建築年度 耐震安全性

1 541 早島小学校 1舎
1、13、
15

RC 3 2,753 1968 S43 51 旧 済 済 H17 13.5以上 長寿命 B B C C C 53
S63老朽改造、H18耐震改修、
H25空調整備

2 541 早島小学校 2舎
3-1～3-
7

RC 3 2,546 1973 S48 46 旧 済 済 H18 15.6 長寿命 B B C C C 53
H3大改造、H19耐震改修、
H21エコ改修、H25空調整備

3 541 早島小学校 プール管理棟 7 RC 1 209 1997 H9 22 新 - - 長寿命 B B B B B 75

4 541 早島小学校 小学校体育館 11 S 2 941 1971 S46 48 旧 済 済 H18 長寿命 B B C C C 53 H19耐震改修

5 3752 早島中学校 南校舎
1-1、1-
2、15

RC 2 1,309 1968 S43 51 旧 済 済 H20 20.6 長寿命 B B C C C 53
H20耐震改修、H24トイレ改
修、H25空調整備

6 3752 早島中学校 北校舎
2-1～2-
3

RC 3 1,995 1968 S43 51 旧 済 済 H20 15.7 長寿命 A B C C C 55
H20耐震改修、H21エコ改修、
H24トイレ改修、H25空調整備

7 3752 早島中学校 食堂棟
7-1、7-
2

RC 1 1,175 1977 S52 42 旧 済 済 H20 13.6 長寿命 A B C C C 55
H20耐震改修、H21エコ改修、
H24トイレ改修

8 3752 早島中学校 中学校体育館
12-1～
12-3

RC 3 2,667 1985 S60 34 新 - - 長寿命 B B B B B 75 H25防災機能強化(天井)

9 3752 早島中学校 武道館 16 W 1 591 2010 H22 9 新 - - 長寿命 A A A A A 100

10 7094 早島幼稚園 幼稚園園舎 4 RC 2 1,336 1996 H8 23 新 - - 長寿命 A B B B B 77 H21エコ改修

機
械
設
備

健全度
（100

点
満点）

耐震
基準

診断 補強
調査
年度

西暦

屋
根
・
屋
上

外
壁

内
部
仕
上

電
気
設
備

長寿命化判定

圧縮強度
（N/㎟）

試算上の
区分

建物情報一覧表

建物基本情報 劣化状況評価

備考通し
番号

施設
番号

施設名 建物名 棟番号 構造 階数
延床
面積

（㎡）
築年数

和暦

：築30年以上：築50年以上

Ａ ：概ね良好

Ｂ ：部分的に劣化

Ｃ ：広範囲に劣化

Ｄ ：早急に対応する必要がある

管理区分に基づく一体的な建築物（棟）として扱う長寿命化の対象となる建築物は以下の

とおりです。 

 

図表 3.2.10 学校施設の長寿命化対象建築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：建物管理区分に基づく情報のうち、構造は最大の面積、階数は最大のもの、建築年度

は最も古い建築年度、床面積は合計とする。 

 

 

 

  



22 

 

第４章 学校施設整備の基本的な方針等 

4-1 学校施設の規模・配置計画等の方針 

本町の小学校、中学校及び幼稚園はそれぞれ 1 校・園が配置されており、原則として現在

の配置を維持していきます。 

また、学校園の規模については、35 人以下の少人数学級（小学校）やタブレットＰＣを

はじめとするＩＣＴ機器など、充実した学習環境を整えることで、「個に応じた指導」と「活

用する力の育成」の一層の充実を図ります。 

 

4-2 学校施設整備の基本的な方針 

総合管理計画では、公共施設等全体の目標として下記の基本方針を定めています。 

■早島町公共施設等総合管理計画 

計画策定：平成 29 年 3 月策定 

計画期間：平成 29（2017）年度から令和 8（2026）年度までの 10 年間 

基本方針：(1)維持管理コストの軽減、平準化 

  (2)規模、総量の適正化 

  (3)財源の確保 

  (4)管理に関する情報収集、体制の構築 

  (5)安全性や耐震性の確保 

 

 

 

本計画では上位計画の方針を受け、次のように基本方針を定めます。 

■学校施設等個別施設計画の基本方針 

1 日常の点検、定期的な診断等の実施 

2 計画的保全実施体制の構築と適正な維持管理・修繕・更新等の実施 

3 施設整備にあたっては、幼小中一貫教育を意識した規模の適正化を検討 
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4-3 改修等の基本的な方針 

（１）耐用年数の考え方 

従来の建物の耐用年数として、文部科学省の「学校施設の老朽化対策について（平成 25

年 3 月）」によると、学校施設の改築までの平均年数は、鉄筋コンクリート造りの場合、概

ね 42 年となっています。 

長寿命化計画を検討するにあたって、耐用年数の考え方について整理すると、法定耐

用年数、物理的耐用年数、機能的耐用年数、経済的耐用年数などがあり、それらの特性

は以下のとおりです。 

 

① 法定耐用年数 

税務上の原価償却率を求める場合の基となる耐用年数で、財務省令「減価償却資産の

耐用年数等に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）により定められている年数で

す。なお、法定耐用年数は、省令制定当時に建物を構成する主要な部位（構造躯体、外

装、床等）ごとの耐用年数を総合的に勘案して算出されたといわれており、構造躯体の

劣化によって建物が使用できなくなる寿命ではないとされています。 

 

② 物理的耐用年数 

材料・部品・設備が劣化して建物の性能が低下することによって決定される年数です。 

 

③ 機能的耐用年数 

建築物が時代の変遷とともに期待される機能を果たせなくなってしまうことで決定さ

れる年数です。しかしながら技術的には、機能を向上させることは可能なため、その費

用がどの程度かかるかによって、機能的耐用年数に大きく影響します。 

 

④ 経済的耐用年数 

建築物を存続させるために必用となる費用が建築物を存続させることによって得られ

る価値を上回ってしまうことで決定される年数です。 

ただし、実際には公共施設の多くは、建築物を存続させることによって得られる価値

の算定が難しい面があります。 
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高品質
の場合

普通品質
の場合

学校
官庁

Ｙo 100以上 Ｙo 60以上 Ｙo 100以上 Ｙo 60以上 Ｙo 40以上 Ｙo 60以上 Ｙo 60以上

住宅
事務所
病院

Ｙo 100以上 Ｙo 60以上 Ｙo 100以上 Ｙo 60以上 Ｙo 40以上 Ｙo 60以上 Ｙo 40以上

店舗旅館・
ホテル

Ｙo 100以上 Ｙo 60以上 Ｙo 100以上 Ｙo 60以上 Ｙo 40以上 Ｙo 60以上 Ｙo 40以上

工場 Ｙo 40以上 Ｙo 25以上 Ｙo 40以上 Ｙo 25以上 Ｙo 25以上 Ｙo 25以上 Ｙo 25以上

 　構造種別

用途

鉄筋コンクリート造・
鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造
ブロック

造・レンガ
造

木造
高品質
の場合

普通品質
の場合

重量鉄骨
軽量鉄骨

60年 80年

構　造

鉄筋コンクリート造（ＲＣ造）

鉄骨鉄筋コンクリート造（ＳＲＣ造）

鉄骨造

ブロック造、レンガ造

木造（Ｗ造）

重量（Ｓ造）

軽量（ＬＳ造） 40年 50年

60年 80年

60年 80年

目標耐用年数耐用年数

60年 80年

6年 5～8年 5年

3年 2～5年 2年

15年 12～20年 12年

10年 8～12年 8年

40年 30～50年 30年

25年 20～30年 20年

下限値

120年

100年 80～120年 80年

60年 50～80年 50年

Ｙo 40

Ｙo 25

Ｙo 15

Ｙo 10

Ｙo 6

Ｙo 3

　　　　　　目標耐用年数
　級

Ｙo 150

Ｙo 100

Ｙo 60

代表値

150年

範囲

120～200年

（２）目標耐用年数の設定 

本計画における耐用年数は、物理的耐用年数を採用することとし、『建築物の耐久計画に

関する考え方』（日本建築学会）を参照し、構造別に以下のように設定します。 

 

図表 4.3.1 建築物の構造別の目標耐用年数 

 

 

 

 

 

 

 

図表 4.3.2 建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：『建築物の耐久計画に関する考え方』（日本建築学会） 

 

図表 4.3.3 目標耐用年数の級の区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：『建築物の耐久計画に関する考え方』（日本建築学会）  
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部位・設備等 主な修繕工事
同時に措置した方が良い部位・設備
等の例

更新周期の目安（年）

屋根 防水改修
排水溝（ルーフドレン）、笠木、屋
上手すり、設備架台、断熱材

露出防水（露出防水、シート防水、
塗膜防水等）：25～40年
葺き屋根（スレート、折板等）：40

仕上げ改修（塗装、吹付、タイル張
替え等）

シーリング、外部建具、笠木、樋、
断熱材

壁（タイル、塗材塗り、塗装、ス
レート等）：20～50年

クラック補修、浮き補修 シーリング、外部建具、笠木 －

建具改修（サッシ、カーテンウォー
ル等）

シーリング 建具（アルミ）：40年

電気設備 受変電設備改修 分電盤、変圧機、コンデンサ、幹線
高圧受配電盤：25～30年
高圧変圧器盤：25～30年

冷暖房設備（ファンコイル、空調
機）改修

ポンプ、冷却塔、配管等、屋上防水 空気調和機：20～30年

熱源改修 配管等 空調配管類：30年

給排水衛生設備 給排水設備改修
ポンプ、受水槽配管、（冷温水管）
等

給水給湯配管類：25～30年
排水配管類：30～40年

外壁

空調設備

（３）改修期間の設定 

目標耐用年数まで、安全で快適に施設を使用するためには、施設の劣化状況等を考慮しな

がら計画的な予防保全を実施する必要があります。 

なお、それらの更新周期は、部位・設備等によって異なりますが、屋根、外壁については

おおむね 40 年、設備についてはおおむね 30 年程度となっています。 

また、屋根、外壁における塗料の塗替えや上塗り再塗装等の修繕周期はおおむね 10～20

年となっています。 

これらを踏まえて、大規模改修の周期を 20 年とし、長寿命化改修の周期を 40 年としま

す。 

 

図表 4.3.4 部位ごとの主な修繕工事と更新周期の目安 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「公共建築の部位・設備の特性等を踏まえた中長期修繕計画策定及び運用のためのマ

ニュアル（平成 17 年 6 月）」 

・更新周期の目安については、『平成 31 年版 建築物のライフサイクルコスト』を基に、関

連する部位等から予防保全のものを選定した。 
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新築 期間（年数）

（改築の6割程度の費用）

大規模改造費 大規模改造費

新築 期間（年数）

20年 40年

建物の水準

長
寿
命
化
の
ケ
ー

ス

長寿命化改修費 改築費

（予防保全的な改修） （予防保全的な改修）

60年

建物の水準

改
築
中
心
の
ケ
ー

ス

改築費 改築費

大規模補修費 大規模補修費
（事後保全的な改修） （事後保全的な改修）

経年による品質の劣化

改築

施設全体の品質に相当な支障が発生する水準

40～50年間

経年による品質の劣化
改築

70～80年間

施設全体の品質に相当な支障が発生する水準

図表 4.3.5 改築中心から長寿命化への転換イメージ 
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第５章 基本的な方針等を踏まえた施設整備の水準等 

5-1 改修等の整備水準 

施設を快適で安全に、また、長く利用するためには、様々な改修が必要となることから、

施設を長く利用するための長寿命化に向けた改修と施設の機能や性能の向上を図るための

改修を行います。 

 

（１）長寿命化に資する改修 

屋根や外壁の劣化、損傷は、構造躯体に影響を及ぼし、建築物全体の寿命を縮めることに

つながることから、定期的に修繕や更新を行うこととします。この場合、対策に要する費用

と更新周期を考慮し、ライフサイクルコストの観点から耐久性に優れた安価な材料、工法等

を選択することとします。 

また、躯体については、コンクリートのひび割れの補修や中性化対策、鉄筋の腐食対策を

実施するなど、経年劣化の回復に努めます。なお、施設の機能向上や長寿命化に向けた大規

模な改修を実施する際には、コンクリートの強度、中性化深さ等を把握するため、コア抜き

調査の実施について検討することとします。 

 

図表 5.1.1 屋根・外壁改修の事例 

屋上防水改修例 金属屋根改修例 中性化抑制対策 

 

 

 

 

 

 

  

既存防水層を残したシート

防水かぶせ工法の例。撤去工

法に比べて工期短縮が可能

となる。 

耐久性の高いガルバリウム

鋼板を用いた金属屋根の

例。塗り直しは約 15 年ご

とに行う。 

躯体に中性化抑制材を塗布

することで中性化したコン

クリートの改質強化、クラッ

クの抑制効果が得られる。 

資料：『学校施設の長寿命化改修の手引き』（平成 26 年 1 月） 
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（２）機能や性能の向上に資する改修 

経済・社会情勢の変革や技術の発達により、施設に求められる「要求性能」については、

年々高まる傾向にあります。それに伴い、品質が低下していなくても、相対的に性能が低く

評価されることとなり、機能の陳腐化が発生することとなります。このため、建築物を長期

にわたって使用し続ける間には、社会的なニーズ等に合わせて、性能の向上が必要となりま

す。 

本町も、これまでに学校施設への空調設置やエレベーターの設置等に取組んできましたが、

快適な学校生活や時代に応じた教育環境への対応に向けた環境整備に努めます。 

また、「エコスクール 環境を考慮した学校施設の整備推進（平成 29 年 6 月）」に基づき、

太陽光発電の設置や省エネルギー型の照明器具の導入などを検討することとします。 

 

図表 5.1.2 エコスクール、バリアフリーの事例 

太陽光発電設備 LED 照明の設置 多目的トイレ 

 

 

 

 

 

 

  

太陽光発電設備と蓄電池の

組み合わせで、停電時や異常

時における対応が可能 

LED 照明の設置により、省

エネルギーで明るい室内空

間の提供 

車イス利用者も使用可能な

多目的トイレ 

資料：「自然の恵みを活用したエコスクール（平成 23 年 8 月）」、「エコスクール 環境を考

慮した学校施設の整備推進（平成 29 年 6 月）」、「学校施設の長寿命化改修の手引き

（平成 26 年 1 月」  
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5-2 維持管理の項目・手法等 

児童・生徒・園児達が安全で安心な学校生活を送るためには、学校と学校設置者において、

校舎等内外の施設・設備を点検し、危険を事前に発見するとともに、危険の除去等の改善措

置を講じる必要があります。 

ここで、学校設置者は、点検の目的や主体、時期、項目、方法等を定めた点検方針を策定

し、学校は、主に目視による錆やひび割れなどの異常を発見し、その進行状況を確認します。 

また、学校設置者は、専門業者に依頼し、12 条点検、消防用設備の点検等を実施します。

学校は、学校保健安全法施行規則に基づく安全点検を実施することとし、この点検方法につ

いては、「非構造部材の点検チエックリスト」などを利用した点検とします。 

なお、学校が実施した点検結果は、学校設置者に報告するものとします。 

 

図表 5.2.1 学校保健安全法施行規則に基づく安全点検 

安全点検の種類 時期・方法等 対 象 法的根拠等 

定期の安全点検 毎学期１回以上 

計画的に、また教職員

全員が組織的に実施 

児童生徒等が使用する

施設・設備及び防火、防

災、防犯に関する設備

などについて 

毎学期１回以上、幼児、

児童、生徒又は学生が

通常使用する施設及び

設備の異常の有無につ

いて系統的に行わなけ

ればならない（規則 28

条第１項） 

毎月１回 

計画的に、また教職員

全員が組織的に実施 

児童生徒等が多く使用

すると思われる校地、

運動場、教室、特別教

室、廊下、昇降口、ベラ

ンダ、階段、便所、手洗

い場、給食室、屋上など 

明確な規定はないが、

各 学校 の 実 情 に 応じ

て、上記（規則 28 条

第１項）に準じて行わ

れる例が多い 

臨時の安全点検 必要があるとき 

・運動会や体育祭、学芸

会や文化祭、展覧会

などの学校行事の前

後 

・暴風雨、地震、近隣で

の火災などの災害時 

・近隣で危害のおそれ

のある犯罪（侵入や

放火など）の発生時

など 

必要に応じて点検項目

を設定 

必要があるときは、臨

時に、安全点検を行う

（規則 28 条第２項） 

日常の安全点検 毎授業日ごと 児童生徒等が最も多く

活動を行うと思われる

箇所について 

設備等について日常的

な点検を行い、環境の

安全の確保を図らなけ

ればならない（規則 29

条） 

資料：「生きる力」をはぐくむ学校での安全教育（平成 31 年 3 月） 
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Ａ施設（①棟、②棟）

Ａ施設の劣化評価点（加重平均値）

①棟 500㎡ ②棟 800㎡ （①棟劣化度×①棟面積＋②棟劣化度×②棟面積）

劣化度：80点 劣化度：30点 ①棟面積＋②棟面積

※(100-健全度) ※(100-健全度)

築年数：40年 築年数：20年 Ａ施設の築年数（加重平均値）

（①棟築年数×①棟面積＋②棟築年数×②棟面積）

※劣化度=(100点-健全度)で健全度を劣化度に変換 ①棟面積＋②棟面積

算出例

施設劣化評価点＝（80点×500㎡＋30点×800㎡）÷（500㎡＋800㎡）＝49.2点

施設築年数　　＝（40年×500㎡＋20年×800㎡）÷（500㎡＋800㎡）＝27.7年

学校調査
番号

学校名
棟管理区分

一体的に扱う棟
一体棟を構成す

る棟番号
代表
構造

最大
階数

合計延床
面積

（㎡）

代表建築
年度（最
も古い）
（西暦）

代表建築
年度（最
も古い）
（和暦）

代表
経年
数

棟加重平均
経年数

棟健全度 棟劣化度 棟評価点
棟劣化度×

面積

施設加重平
均劣化評価

点

棟経年数×
面積

施設加重平
均経年数

施設劣化評
価点

1舎 1、13、15 R 3 2,753 1968 S43 51 46 53 47 93 129,368 46 127,328 45 91

2舎 3-1～3-7 R 3 2,546 1973 S48 46 44 53 47 91 119,641 111,523

プール管理棟 7 R 1 209 1997 H9 22 22 75 25 47 5,225 4,598

小学校体育館 11 S 2 941 1971 S46 48 48 53 47 95 44,219 45,168

南校舎
1-1、1-2、
15

R 3 1,309 1968 S43 51 45 53 47 92 61,512 35 58,835 39 74

北校舎 2-1～2-3 R 3 1,995 1968 S43 51 50 55 45 94 89,509 98,799

食堂棟 7-1、7-2 Ｒ 2 1,175 1977 S52 42 42 55 45 87 52,718 49,350

中学校体育館 12-1～12-3 R 3 2,667 1985 S60 34 33 75 25 58 66,675 86,802

武道館 16 W 1 591 2010 H22 9 9 100 0 9 0 5,319

7094 早島幼稚園 幼稚園舎 4 R 2 1,336 1996 H8 23 23 77 23 46 30,561 23 30,728 23 46

合計 3施設 10棟 24棟 15,522 39 40 78

541 早島小学校

3752 早島中学校

第６章 長寿命化の実施計画 

6-1 改修等の優先順位付け 

（１）劣化評価点 

施設点検結果から算出した棟毎の健全度を劣化度に変換（100 点－健全度）して、この

劣化度に棟毎の面積を乗じた値を施設単位で合計した後、施設面積で除することにより、施

設毎の劣化評価点（加重平均値）を算出します。 

また、各棟の築年数についても、棟毎の築年数に棟毎の面積を乗じた値を施設単位で合計

した後、施設面積で除することにより、施設毎の築年数（加重平均値）を算出します。 

 

図表 6.1.1 施設の劣化評価点（加重平均値）及び築年数（加重平均値）の算出例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※施設劣化評価点は、値が大きいほど劣化が進んでいる施設と考える。 

※施設加重経年数は、値が大きいほど古い施設であると考える。 

 

 

図表 6.1.2 各建物及び施設の劣化評価点 
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（２）施設の優先順位付け 

ここでは、施設の劣化評価点（加重平均値）に施設の築年数（加重平均値）を加えること

により、最終的な施設の評価点を算出します。 

施設劣化評価点が高いほど、劣化が進んでおり施設整備の優先順位が高くなります。 

施設別でみると、早島小学校、早島中学校、早島幼稚園の順に施設劣化評価点が高いこと

がわかります。 

 

図表 6.1.3 施設（学校）劣化評価点 

学校調査番号 学校名 
施設加重平均 

劣化評価点 

施設加重平均 

経年数 

施設劣化 

評価点 

541 早島小学校 46 45 91 

3752 早島中学校 35 39 74 

7094 早島幼稚園 23 23 46 

全体 3 施設 39 40 78 

 

図表 6.1.2 に示したとおり、棟別にみると、早島小学校体育館、早島中学校北校舎、早島

小学校１舎、早島中学校南校舎、早島小学校２舎、早島中学校食堂棟、早島中学校体育館、

早島小学校プール管理棟、早島幼稚園舎、早島中学校武道館の順に劣化評価点が高くなりま

す。 

なお、これらは施設毎又は建物毎の評価点であり、劣化状況や建物部位毎の劣化状況にも

注視しながら、施設全体の管理方針や今後の整備方針を考慮しながら整備優先順位を決定し

ていくこととします。 
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改築 改築 長寿命化改修 長寿命化改修 大規模改造 大規模改造 部位修繕

改築 改築 長寿命化改修 長寿命化改修 大規模改造 大規模改造 部位修繕

年度 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

学校名と建物名 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

早島小学校 1舎 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修

早島小学校 2舎 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修

早島小学校 プール管理棟

早島小学校 小学校体育館 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修

早島中学校 南校舎 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修

早島中学校 北校舎 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修

早島中学校 食堂棟 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修 長寿命化改修

早島中学校 中学校体育館 長寿命化改修 長寿命化改修

早島中学校 武道館

早島幼稚園 幼稚園園舎

年度 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21

学校名と建物名 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

早島小学校 1舎

早島小学校 2舎 大規模改造

早島小学校 プール管理棟 長寿命化改修 長寿命化改修

早島小学校 小学校体育館 大規模改造

早島中学校 南校舎

早島中学校 北校舎

早島中学校 食堂棟 大規模改造

早島中学校 中学校体育館

早島中学校 武道館 大規模改造

早島幼稚園 幼稚園園舎 長寿命化改修 長寿命化改修

6-2 長寿命化の実施計画 

計画期間の令和 2（2020）年度から令和 11（2029）年度における整備計画を示しま

す。 

長寿命化改修については、改修周期（40 年間）を既に経過している場合には、10 年以

内に実施することとします。なお、改修周期（40 年間）を経過していない場合には、工事

期間を 2 年間とします。 

 

図表 6.2.1 長寿命化の実施計画 

（第 1 期計画 10 年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第 2 期計画 10 年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 月）」付属プログラム

を利用して、管理区分による集約棟を対象に試算した結果を図化 
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（億円）

（年度）

10年間 10年間

1.4億円/年

10年間

2.9億円/年

10年間

2.5億円/年

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）

3.3億円/年

対象建物
10棟

1.6万㎡

40年間の総額

101億円

40年間の平均

2.5億円/年

2.7倍

過去の

施設関連経費
0.9億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

6-3 長寿命化のコストの見通し、長寿命化の効果 

（１）今後の維持・更新コスト 

① 長寿命化型 

従来型の建替え主体から適正な予防保全を実施することにより、建築物の長寿命化を進め

ることとし、建築物の建替え（更新）時期を、目標耐用年数の 80 年にした場合、令和 2

（2020）年度から令和 41（2059）年度までの 40 年間で必要となる維持・更新費用は

約 101 億円となります。年平均では約 2.5 億円となり、直近 5 年間の施設関連経費の平

均値（0.9 億円）の約 2.7 倍となります。 

 

図表 6.3.1 維持・更新コスト（長寿命化型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 月）」付属プログラム

を利用して、管理区分による集約棟を対象に作成 

 

 

  



34 

 

部位 校舎 体育館

屋根・屋上 改築単価の3.5% 改築単価の3.0％

外壁 改築単価の5.1％ 改築単価の3.5％

内部仕上げ 改築単価の5.6％ 改築単価の5.6％

電気設備 改築単価の4.0％ 改築単価の4.8％

機械設備 改築単価の3.7％ 改築単価の1.7％

図表 6.3.2 長寿命化型の維持・更新コストの計算条件 

改築 ・長寿命化対象（築後 80 年で同規模建替え、改築工事期間は 2 年） 

・長寿命化対象外（築後 50 年で同規模建替え、改築工事期間は 2 年） 

 なお、改築時期を既に経過している場合は 10 年間で実施 

・改築単価：330,000 円/㎡ 

注：改築単価は、「地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書（平

成 23 年 3 月）」における「学校教育系、子育て支援施設等」の更新（建替え）

単価を参照 

大規模改造 ・長寿命化対象（築後 20 年と 60 年、工事期間は 1 年） 

・長寿命化対象外（築後 20 年、工事期間は 1 年） 

・大規模改造単価：改築単価の 25％（付属プログラム仕様固定値） 

長寿命化改修 ・長寿命化対象（築後 40 年、工事期間は 1 年） 

・長寿命化改修単価：改築単価の 60％（付属プログラム仕様初期値） 

施設関連経費 

 

・92,221 千円/年（施設整備費、維持補修費、光熱水費・委託費） 

注：直近 5 年間（H26～H30 年度）の平均値を使用 

 

なお、「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月）付属プログラム

では、建物における劣化状況評価がＣ又はＤの場合、部位修繕費を計上することとしていま

す。 

部位劣化状況評価がＣ評価の場合には、今後 10 年以内に部位修繕を実施することとし、

Ｄ評価の場合には、今後 5 年以内に部位修繕を実施します。 

また、部位劣化状況評価がＡ又は B の場合には、部位修繕費は発生しない。 

なお、部位劣化状況評価がＡの場合、今後 10 年以内に長寿命化改修が発生する場合には、

長寿命化改修費用から、部位修繕費を差し引くこととしています。 

 

図表 6.3.3 部位別修繕費（㎡あたり） 

 

 

 

 

 

 

「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月）付属プログラムによる

計算結果から部位別修繕単価（改築単価に対する比率）を整理したもの 
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（億円）

（年度）

10年間 10年間

1.8億円/年

10年間

2.1億円/年

10年間

1億円/年

今後の維持・更新コスト（従来型）

40年間の総額

93億円

4.5億円/年

対象建物

1.6万㎡

10棟

40年間の平均

2.3億円/年

2.6倍

過去の

施設関連経費

0.9億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

② 従来型（再掲） 

管理区分に基づく建築物全 10 棟において、令和 2 年度（2020 年度）から令和 41 年

度（2059 年度）までの 40 年間に必要な維持・更新費用を算出したところ、約 93 億円と

なります。なお、年平均では約 2.3 億円となり、直近 5 年間（平成 26 年度～平成 30 年

度）の施設関連経費の平均値（0.9 億円）の 2.6 倍になります。 

 

図表 6.3.4 維持・更新コスト（従来型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書」（平成 29 年 3 月）付属プログラム

を利用して、管理区分による集約棟を対象に作成 

 

図表 6.3.5 従来型の維持・更新コストの計算条件 

改築 

同規模建替え 

・築後 50 年で同規模建替え、改築工事期間は 2 年 

 なお、改築時期を既に経過している場合は 10 年間で実施 

・改築単価：330,000 円/㎡ 

注：改築単価は、『地方公共団体の財政分析等に関する調査研究会報告書』

（平成 23 年 3 月）における「学校教育系、子育て支援施設等」の更新

（建替え）単価を参照 

大規模改造 ・20 年周期、工事期間は 1 年 

・大規模改造単価：85,200 円/㎡ 

注：改築単価の 25％（付属プログラム仕様による固定値） 

施設関連経費 

 

・92,221 千円/年（施設整備費、維持補修費、光熱水費・委託費） 

注：直近 5 年間（H26～H30 年度）の平均値を使用 
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（億円）

（年度）

10年間 10年間

1.4億円/年

10年間

2.9億円/年

10年間

2.5億円/年

今後の維持・更新コスト（長寿命化型）

3.3億円/年

対象建物
10棟

1.6万㎡

40年間の総額

101億円

40年間の平均

2.5億円/年

2.7倍

過去の

施設関連経費
0.9億円/年

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

施設整備費
（修繕維持費含む）

改築 長寿命化改修 大規模改造 部位修繕 縮減費
その他施設
関連費

維持修繕費
光熱水費
・委託費

（２）効果の見通し 

建築物の長寿命化を進めていくことにより、40 年間の年間平均コストは約 2.5 億円とな

り、従来の建替え主体による年間コスト約 2.3 億円と比べて年間約 0.2 億円のコスト増が

見込まれます。しかしながら、試算上、建替え主体（従来型）では、今後 10 年間で建替え

工事が集中するため、長寿命化型と従来型の 10 年間の平均コストで比較すると、長寿命化

型（約 3.3 億円/年）、従来型（約 4.5 億円/年）となり、年間約 1.2 億円のコスト縮減効果

が見込まれます。 

小・中学校、幼稚園の老朽化は、早急な対応が不可欠であり、財政計画への反映が待たれ

ます。また、今後の学校施設の保全にあたっては、維持・更新コストの縮減を図る一方で、

施設の規模、配置、運営、活用面などについても検討し、学校施設保有施設面積の縮減を図

るための見通しと効果を整理する必要があります。 

 

図表 6.3.6 維持・更新コスト（長寿命化型） 再掲 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：「学校施設の長寿命化計画策定に係る解説書（平成 29 年 3 月）」付属プログラム

を利用して、管理区分による集約棟を対象に試算 

 

  

長寿命化により当初 10 年間で想定されていた 

改築時期が延期となるが、築年後 80 年で改築 

となる。 

長寿命化により当初 10 年間で想定されていた改築時

期が延期となり、10 年間の平均コストは従来型（約 4.5

億円/年）と比較して約 1.2 億円/年の縮減効果が見込ま

れる。 
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【教育委員会】

◆学校教育施設長寿命化計画の策定、運用

◆学校教育施設の改修・建替え工事の実施

◆学校教育施設の再編・検討

【学校】

◆学校教育の実施

◆日常的な学校教育施設の管理

◆学校施設の補修等の実施

【総務課】
◆公共施設等総合管理計画の運用

◆予算管理

【まちづくり企画課】
◆重要施策の企画及び調整

◆情報システムの管理運用

【建設農林課】

◆各種工事の設計・発注・監理

◆技術的・専門的な支援、助言

第７章 長寿命化計画の継続的運用方針 

7-1 情報基盤の整備と活用 

長寿命化改修実施計画を見直し適切に更新するために、学校施設における過去の改修・修

繕履歴や各施設の状態を把握することが重要となります。 

情報等の整備は、検討に使用した文科省による学校長寿命化計画策定に係るエクセルソフ

トについて、過去の改修・交換履歴、故障の発生状況等をデータベースとして保管・蓄積す

ることとします。 

上位計画である総合管理計画との連携を図りながら、施設の維持管理経費等に関する情報

も含めて、全庁的に一元管理し、効率的な施設管理を進めていきます。 

 

7-2 推進体制等の整備 

本計画の対象となる教育施設は、教育の場であるとともに、地域の拠点であり、防災拠点

となるべき施設でもあります。このような重要度の高さからも、従前まで行われてきた対処

療法的な「事後保全」から、施設の劣化が大きくなる前に計画的に行う「予防保全」への転

換を図り、施設の機能を常に良好な状態に保つことが重要となります。  

そこで、教育施設の所管課である教育委員会学校教育課を中心に、上位計画である総合管

理計画との連携を図りながら、本計画を含む教育施設マネジメントを行っていきます。 

なお、総合管理計画においては、公共施設等の管理を総合的に実施していくための庁内の

横断的な体制整備を進め、あわせて、職員自らが問題意識を持ち改善に取り組むことができ

るよう、維持管理に関する講習会等へ積極的に参加することとしています。 

 

図表 7.2.1 推進体制のイメージ 
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上位計画及び
個別施設計画

早島町公共施設等
総合管理計画

改定

早島町学校施設等
個別施設計画

改定

R11年度

2029年度

R8年度

2026年度

H29年度

2017年度

R2年度

2020年度

前期5年 後期5年

計画期間 10年間

H29～R８年度（2017～2026年度）

計画期間 10年間

R2～R11年度（2020～2029年度）

●長寿命化に伴う費用の検証

●施設の老朽化状況等の確認

●児童・生徒数の確認

●施設の維持管理、点検等の

実施

●計画に基づく修繕、改修等

の実施

●長寿命化計画の見直し

●公共施設等総合管理計画の

見直し

●長寿命化計画の策定

Ｐlan

計画

Ｄo

実施

Ｃheck

検証

Ａction

改善

7-3 フォローアップ 

本計画は、上位計画である総合管理計画と連携を図りながら進めて行きます。 

本計画では、対象となる学校施設の改修や改築工事などの優先順位を設定していますので、

町全体の予算とのバランスによっては、すぐに実施できない改修工事なども発生することが

予測されます。しかし、利用者である児童生徒の安全につながる劣化などを放置することは

できませんので、定期的な劣化調査等を実施し、5 年毎を目安として計画の見直しを行って

いきます。 

また、上位計画の公共施設等総合管理計画の見直しや、児童・生徒数の変化や施設の老朽

化の変化等、公共施設全般における管理方針や再編方針等が大きく変わった場合等は、本計

画の見直しを行います。 

 

図表 7.3.1 公共施設等総合管理計画と学校施設等長寿命化計画の更新 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 7.3.2 ＰＤＣＡサイクル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


